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会 議 記 録  

 

会議名称 第 7回 杉並区行政経営懇談会 

日 時 平成 26年 9月 18日（木）午後 6時 00分～午後 8時 03分 

場 所 中棟 4階 第 1委員会室 

出 席 者 【委員】 

牛山、日端、菊地、小杉、七松、西川、沼尾 

【区側】 

政策経営部長、企画課長、行政管理担当課長、財政課長、総務課長、区

民生活部管理課長、協働推進課長、都市計画課長、環境課長、児童青少

年課長、子育て課長、スポーツ振興課長、保健福祉部管理課長、保育施

設担当課長、地域保健課長、高齢者施策課長、高齢者施設整備担当課

長、産業振興センター次長、事業担当課長、土木計画課長、土木管理課

長、都市再生担当課長、防災課長、防災まちづくり担当課長、スポーツ

振興課長、特別支援教育課長、教育委員会事務局庶務課長、ごみ減量対

策課長 

配布資料 資料 31  杉並区総合計画（10年プラン）改定案 

資料 32  杉並区実行計画（3年プログラム）改定案 

資料 33  杉並区協働推進計画改定案 

資料 34  杉並区行財政改革推進計画改定案 

資料 35  計画改定のポイント 

参考資料 総合計画・実行計画改定 区民アンケート結果 

参考資料 広報すぎなみ 平成 26年 9月 1日号 

会議次第 1 開 会 

2 議 題 

(1) 杉並区総合計画（10年プラン）・実行計画（3年プログラム） 

改定案について 

(2) 杉並区協働推進計画・行財政改革推進計画改定案について 

3 その他（連絡事項等） 

4 閉 会 
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○会長   それでは、定刻となりましたので、第７回杉並区行政経営懇談会を開催させ

ていただきます。 

 本日のテーマですけれども、９月１日からパブリックコメントの聴取手続き

に入っておられます「杉並区総合計画・実行計画」、「行財政改革推進計画及

び協働推進計画」の改定案につきまして区側からご説明をいただき、意見交換

をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆様のご専門の

見地から、財政あるいは協働、就労支援、まちづくりのほか、計画全体につき

まして積極的なご意見をいただければと思います。 

 本日、終了時間は８時を予定しておりますので、ご協力をお願いしたいと思

います。 

 それでは、議事に先立ちまして、本日の配付資料の確認をいたしたいと思い

ます。事務局、よろしくお願いいたします。 

○行政管理担当課長 行政管理担当課長の堀川でございます。 

 お手元の資料ですが、資料 31 が「総合計画（10 年プラン）の改定案」、資

料 32 が「実行計画（３年プログラム）改定案」、33 が「協働推進計画の改定

案」、34 が「行財政改革推進計画の改定案」、35 が「計画改定のポイント」

でカラーＡ３判になっております。こちらを中心にご説明申し上げます。」 

 参考資料といたしまして、「総合計画・実行計画改定の区民アンケート結

果」、広報すぎなみの平成 26年 9月 1日号でございます。 

 以上ですが、過不足はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

○会長   資料はよろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、早速、議題に入っていきたいと思います。 

 まず、テーマごとに区の方からご説明を受けた後、逐次、意見交換を行

っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、まず最初に、「杉並区総合計画・実行計画改定案」につきま

して、区からのご説明をよろしくお願いします。 

○企画課長  企画課長、白垣からご説明をさせていただきます。 

 事前に資料をお配りしておりますので、なるべくコンパクトにご説明い

たします。まず、お手元の資料 31、「杉並区総合計画（10 年プラン）改定

案」の１ページ目をお開きください。 

 今回、区は、基本構想実現の道筋として策定した「杉並区総合計画（10

年プラン）」と「実行計画（３年プログラム）」の２つを改定いたします。  

平成 24 年３月に両計画を策定して以降、この計画に基づいて事業を進めて

まいりましたが、記載のとおり、区政を取り巻く環境の変化や新たな課題

への対応を図るために、今般、改定を行うものです。 

 まず、(1)に記載の杉並区総合計画です。平成 24 年度から 33 年度までの

10 年間の計画として策定をしましたが、今回、27 年度から 33 年度までの

７年間の計画として改定するものです。基本構想で定めた５つの目標を実

現するための「施策」とそれを支える「協働推進基本方針」及び「行財政

改革基本方針」から成る計画です。 

 次に、(2)実行計画については、「総合計画で定める施策を実現するため
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の計画事業」とその取組を定めた財政の裏づけを持つ３年間の計画で、今

回の改定の期間は平成 27 年度から 29 年度までの３か年となっております。 

 協働推進計画については、「協働推進基本方針」に基づく具体的な取組

のうち、主要なものについて 27 年度から 29 年度までの３年間の計画とな

っています。「杉並区行財政改革推進計画」についても、「行財政改革基

本方針」に基づく取組を明示する３年間、27 年度から 29 年度の計画という

ことになります。 

 基本構想と合わせた体系図を示したものが下の図です。１ページおめく

りいただき、２ページと３ページを併せてご覧ください。 

 ２ページが基本構想の５つの目標ごとの施策、そして、その施策にぶら

下がる事業数を示した表です。目標１については３施策、２については４

施策、３は３、４は８、５は 14 という形で施策がぶら下がっています。さ

らにその下にぶら下がる、構成する事業数がその右隣に記載している数で

して、トータルすると計画事業数は 133ということになっています。 

 これを体系図としてお示ししたのが３ページの図です。一番上の緑の白

抜きのところが目標、その下の黄色の網かけの部分が 32 の施策、それにぶ

ら下がっている箱が計画事業 133ということになります。 

 この 133 の計画事業の中で、ピンク色の網かけの事業が、重点事業で、

全部で 56 事業となります。また、計画事業の左隣、青に白抜きで「新」と

表示をされた事業がありますが、これが今回の改定で新たに起こした計画

事業、新規計画事業でして、すべて合わせると 29事業あります。 

 それから、計画事業の中で、実線ではなくて点線の枠囲いの事業がござ

います。例えば１番、「災害に強い防災まちづくり」の施策の下から３つ

目、「（仮称）下高井戸公園の整備」は、目標３の施策８、「水とみどり

のネットワークの形成」のところの真ん中あたりにもあります。こちらは

実線になっています。点線の方は再掲事業でして、この計画事業について

は、これを実行することにより「水とみどりのネットワークの形成」にも

寄与する、同時に「災害に強い防災まちづくり」にも寄与するということ

で、このような事業については実線で、再掲事業の方は点線で表記をして

います。 

 それから、この中でこの懇談会でもご議論、ご検討をいただきました現

役世代への支援、若者の就労支援については、目標２の施策７の中段あた

りに「若者等の就労支援」とありますが、このような形で計画事業化を図

っています。現在の計画にも就労支援はありますが、現在は「就労支援・

企業支援」と、２つ合わせた計画事業になっています。今般の改定で「若

者等」を入れまして「若者等の就労支援」、そして、企業支援の方はその

上にありますように「中小企業の支援」ということの２つに切り分けをし

てそれぞれ計画事業化を図っています。 

 また、関連して、目標４の施策 18、「地域福祉の充実」のもとにも「生

活困窮者及びひきこもり等の若者支援の充実」ということで、関連する計

画事業として新たに起こしています。続いて、５ページをご覧ください。 
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 ５ページからは総合計画の本編に入りますが、今ご説明したとおり 32 施

策ありますので、すべてこの場でご説明を詳細にする時間がありませんの

で、５ページの施策１をサンプルに構成を簡単にご説明いたします。 

 まず、施策名の下の「現状と課題」ですが、現計画策定後の施策を取り

巻く環境の変化を踏まえて修正をしています。 

 その下の「計画最終年度（33 年度）の目標」については、施策または施

策を構成する計画事業に変更があった場合には、それに応じて修正を加え

ています。 

 「施策指標の現状と目標」ですが、この指標については、32 施策全体で

79 の成果指標を設定しています。この指標も、施策または施策を構成する

計画事業の変更などに応じて必要な見直しを行っています。 

 その下の「目標を実現するための主な取組」については、先ほどご説明

した 133 の計画事業のうち、この施策に大きく寄与するものを中心に、そ

の計画事業の取組の要点をまとめております。このような構成で、施策１

から 32までそれぞれ計画化を図っています。 

 それでは、資料の 32「杉並区実行計画（３年プログラム）改定案」１ペ

ージ目をお開きください。これも 133 事業あり、逐一ご説明できませんの

で、このページをサンプルに特徴をご説明いたします。 

 施策１「災害に強い防災まちづくり」ということで、先ほど体系図でご

覧いただいた計画事業が順次記載されています。１番「耐震改修の促進」

の隣に「〈重点〉」とありますが、これが先ほどご説明した重点事業です。

56の重点事業についてはこのような形で表記をしています。 

 その下に、取組の概要がリード文として書かれ、その下に取組内容があ

り、26 年度末見込みの現況から計画期間である 27 年度から 29 年度までの

取組の内容、また、事業規模を記載しています。事業規模については、な

るべく計量化できるものは、数値で示すように努めています。 

 次に 14 ページ、15 ページをお開きください。それぞれのページの上の方

に「自転車駐車場の整備」、「新たな地域交通の整備」、いずれも「施設

再編」という表記があります。この懇談会でご議論いただきました施設再

編整備計画の内容を反映した計画事業は、このような形で表記をしていま

す。以下、同じような形で 133事業の取組について記載をしています。 

 次の資料 33 協働と 34 行革の計画については、後ほど行政管理担当課長

からご説明をいたします。資料 35 のＡ３カラーの資料をご覧ください。こ

ちらは、今回の計画の主要な取組を図式化してまとめた資料ですので、こ

ちらの方で事業内容のご説明をさせていただきます。 

 まず、一番上の帯のところ「未来につなぐ区民福祉の充実」とあります

が、これは今回の計画のコンセプトであり、冒頭にご説明をした計画期間、

総合計画（Ｈ27～33）・実行計画（Ｈ27～29）の改定期間中はもとより、

それを超えて未来にわたって着実に区民福祉の充実につなげていくことを

意図して、このようなコンセプトを設定しました。 

 次に、その下の基本方針ですが、大きく２つ設定しています。１つがこ
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れまでの取組を検証して、基本構想の目標実現に向けた取組を加速化させ

ていこうということです。そのために、先ほどご説明した施策の指標も、

可能なものは 11 項目、情報の収集をしています。また、計画事業も新規で

29 事業を起こし、この後ご説明をする行革の計画でも新たな取組項目を 17

項目起こしています。 

 もう一つの柱が「区政を取り巻く環境の変化を踏まえた見直し」で、少

子高齢社会の進展への対応、また、３月に策定した「施設再編整備計画」

の反映など、区政を取り巻く変化を踏まえた見直しを徹底して行うという

ことを基本方針に据えて見直しました。 

 その上で、基本構想の実現に向けて、そしてまたその先に質の高い住宅

都市としての杉並区の価値をより一層高めていくためには、その下の大き

な箱４つ、「安全・安心の向上」、「みどりとにぎわい」の創出、「健康

長寿の推進」、「次世代支援の充実」がとりわけ重要であるという認識の

もとに、この４区分に沿って主な取組をまとめたのがこの資料です。 

 「安全・安心の向上」については、木密地域の解消と狭あい道路の拡幅、

また、公園の整備・拡張による地域の防災性の向上、震災救援所である

小・中学校への太陽光発電、蓄電池の設置、すべての防災市民組織へのス

タンドパイプの追加配備などによる地域防災力の強化、区民と協働で進め

る減災対策として、ＩＣＴを活用した災害情報の収集と発信、これは公開

型ＧＩＳを活用した仕組みです。また、全小学校の通学路に防犯カメラを

設置するなどによる防犯力の高いまちづくり、また、水害対策として水害

多発地域の対策を東京都と連携して進めるなどの取組が「安全・安心の向

上」の主な取組です。 

 左下、「みどりとにぎわい」の創出の取組ですが、個性を活かした多心

型まちづくりの推進、また、関連して「にぎわい創出・観光情報発信」の

拠点の整備、さらに憩いの水辺創出ということで、善福寺公園の（通称）

ホタル水路と呼ばれている上池、下池を結ぶ水路を区民との協働で親水施

設として整備して、水辺環境の再生・創出を図る取組、また、（仮称）荻

外荘公園の段階的な整備などが「みどりのにぎわい」の主な取組です。 

 それから、その右隣、「健康長寿の推進」の主な取組ですが、昨年度制

定しました「健康づくり推進条例」また、「がん対策推進計画」に基づく

取組、さらに国との財産交換による福祉と暮らしのサポート拠点を天沼三

丁目に整備すること、要介護高齢者の増加を見据えて、地域包括ケアと認

知症対策の取組を推進すること、さらに、多様な手法を交えた特別養護老

人ホームの整備促進などが主な取組となっています。 

 最後に、「次世代支援の充実」ですが、まだ当面は需要の増が見込まれ

る保育施設の整備推進ということで、３年間で 2,000 人の受け入れ枠を増

加すること、さらに、産前産後から育児期間にわたるまでの切れ目のない

支援ということで、産後ケア事業の実施による母子支援の充実、さらには

子どもの健全育成のために、地域団体との協働で、区内公園を活用した

（仮称）子どもプレーパーク事業の実施、さらには園庭のない保育所周辺
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の公園に、０～２歳児を中心とした乳幼児の遊び場を創出することを内容

とした（仮称）すくすく広場の設置。最後になりますが、就学前教育の再

構築と学校ＩＣＴの推進による教育の充実というようなことが「次世代支

援の充実」の主な取組となっています。 

 最後に、参考資料として区民アンケートの結果をお配りしています。こ

ちらは、５月に計画の改定作業に先立ち、区民から意見をお寄せいただき

ました。4,500 人近くの区民の方からご回答をいただいた結果をまとめたも

のがこの資料、広報です。 

 この目標１から５ごとに上位３位までに選ばれた取組を濃い青で表示し

ていますが、これらの事業、上位「３」の取組掛ける目標「１」というこ

とで、「15」の取組すべて計画事業として今回の計画改定に取り込んでい

ます。さらに、15 のうち 14 事業は 56 の重点事業の中に入れて、重点的に

取組を強化していこうという考えです。 

 簡単ですが、私からの総合計画・実行計画の説明は以上です。 

○会長    ありがとうございました。ただいまご説明をいただきましたけれども、パ

ブリックコメントも行っているということでもありますし、先日も総合計

画を進める区民懇談会でもいろんなご意見をいただきながら区の方でまと

めてきたものでございます。本日は、こういったことについて専門的な見

地からご意見をいただきたいということで懇談していきたいと思いますが、

いかがでしょうか。ご意見のある方はご発言いただければと思いますが。 

○委員    ３年経過したということですよね。３年の総括というか、中間総括という

のはあるのですか。 

○企画課長  ２年半経過したわけですが、今年度の取組は、来年度の今頃議会に報告す

ることになりますので、完全に３年間の総括ができるかというと、まだ計

画進行中というところもあり、計画の取組に対する決算措置はすべて出て

いるわけではありません。ただ、この 25 年度の決算も含めた２年間の取組

については、行政評価の中で施策評価、事務事業評価を行っていますし、

また、区民アンケートなども行っていますので、それらの自己評価、また

区民の評価を踏まえて見直しを行っています。 

       今回かなり見直しましたが、現計画においても 73の成果指標を 32の施策

で据えていますので、当然それらがどれぐらい目標に対して――目標とい

うのは 26 年度末の目標なので、まだちょっと取組の期間を余しているとこ

ろではありますが、24、25 の取組がどの程度まで達成できているか、今後

の取組がどれぐらいまでいくだろうかということは踏まえた上で、目標実

現に向けた取組内容、手段、方法を変えた方がいいということがあればそ

うしておりますし、事業規模をもう少し拡大した方がいいだろうというこ

とが判断としてあれば、そういうこともやっています。 

○委員    説明がちょっと私の質問とずれているのですが、これだけ膨大な計画書を

つくってシステマティックにやっておやりになっているので、これはこれ

で、どこでもこういうふうにやるのでいいのですけれども、やっぱり特徴

とか、重点とか、そういうものがメッセージとして出てこないとよくわか
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らないのですよね。いろいろおやりになることはいいのだけれども。 

 それと、やっぱり杉並は練馬区とも違うし、中野区とも違うわけですよ

ね。だから、杉並の特徴をちゃんと捉えて取り組んでいるというメッセー

ジが何かあるとわかりいいのだけれども、それも余りはっきり伝わってこ

ないので、そこら辺がどうなのかなと思ったのですね。 

○委員    私も最初これをいただいて３年前のものと見比べていくと、終わっている

もの、なくなっているもの、バージョンアップされているものがあります。

完了したもの、こういうものはもう終わって次の段階へ行きますよとか、

さらに充実するとか、継続もあるのでしょうけれども、それらの明示があ

ると。特に完了したもので、次のステップに行きますみたいなメッセージ

がちょっとあると、より読むのにわかりやすいかなという印象は受けまし

た。 

○会長    企画課長、何かコメントはございますか。 

○企画課長 その辺のご指摘は、先に実施した区民懇談会でもご指摘を受けたところでし

て、先ほど私、○○委員のご質問にお答えして、きちんと検証をして新た

な目標設定を施策指標でもしているし、事業規模でもしているというお話

をしたのですが、それが今、○○委員がおっしゃったように見えにくいと

いうのはご指摘いただきました。 

 なぜその事業規模なのか、なぜこの目標なのかということが前段の文脈

がないとわかりにくいというのはご指摘のとおりだと思いまして、その辺

は今後の課題で、今回、最終的に計画を策定するまでの間に何らかの工夫

を施したいとは考えています。 

○会長    それについてはご検討いただいているという面もあると思うのですが、ほ

かにはいかがでしょうか。 

○委員    ○○委員のもう一つ目の質問にあったと思うのですけれども、僕も実は同

じものを感じていたところがあって、23 区の中の杉並区という位置づけで

いくと、どこがほかの 23 区と違う――もちろん中央区と違うことぐらいは

すぐにわかるとして、他のいわゆる健全で優良なベッドタウンというか、

生活の場を提供することを掲げているであろう区との差別化が図られてい

るのかというところが、もしかしたら先ほど○○委員がおっしゃられてい

たことの真意なのだと思うのです。ただ、その一方で、私が今回の全体を

読まさせていただいて強烈にメッセージ色があると思うのは、我々はとも

かく生活環境に力を置くのだということだけは伝わってくるわけです。 

 もう一つ話を戻してみると、じゃ、杉並らしさはどこにあるのかと言わ

れると見えないのだと思うのですね。この点に関して、今回の総計をつく

っていく過程でどのような議論があったのかは私も大変関心があるところ

であります。 

○企画課長 そこは突き詰めていけば、当然のことながら基本構想に行き着くと思うので

すね。基本構想のもとに、「支えあい共につくる安全で活力あるみどりの

住宅都市杉並」とを掲げて、杉並区の特徴は、やはり都心に近い、にもか

かわらずみどりが結構豊かだと。非常に閑静な住宅街を抱えているという
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特徴ですから、その杉並区の特徴を生かして、より質の高い住環境を整備

していこうということが究極の目標だと思うのですね。そのためには何が

必要かということで突き詰めていくと、先ほど資料 35 のポンチ絵でご説明

しましたが、まずは首都直下地震のリスクも高まっている中で、安全・安

心、区民の生命・財産を守ることでしょうと。 

 一方で、駅周辺を中心としたにぎわいの創出、これも住環境のアップ、

また、杉並区の価値を高めるためには必要なことでしょうと。さらに、今

後の高齢社会の進展を展望すれば、地域包括ケアの推進など健康長寿の推

進も欠かせないでしょうと。さらに、教育も含めた少子化対策、次世代支

援、この辺が総合的にアップすれば、当然、住宅都市としての杉並区の質

は上がってくるだろうということで、その辺に意を用いたつもりなのでご

ざいますが、そこが見えにくいということであれば、やはりもう少し工夫

が必要だと感じています。 

○委員    一言だけ言うと、今の発言と全く同じことを練馬区の企画課長が言っても、

僕はそうだろうなとうなずくところだと思います。 

○企画課長  練馬区も確かに似たようなところはあると思うのですが、練馬区と決定的

に違うのは、交通の至便性ですとか、住宅地としての宅地が多いとか、そ

ういうのが非常に違うと思いますので、その辺は区として打ち出したつも

りなのですが、委員がそのようなご感想をお持ちだということであれば、

もう少し工夫が必要なのかなとは思っています。 

○会長    その他、いかがでしょうか。 

○委員    こうした総合計画の議論でいろんな自治体で最近必ず出てくるのは、財政

見通しとセットで、どこも今厳しいので、めり張りをどういうふうにつけ

たかということと連動して計画の修正を図ることをされているのですね。

そこはやっぱり特別区の場合はまだまだ総体的に恵まれているので、かな

り住民の意見も聞きながら、幅広に、かつ特色を打ち出しつつ、あれもこ

れも打ち出したいということで、やれるだけの余裕がまだ総体的にあるの

だなというのが率直な印象ではあるのです。 

 他方で、法人住民税の交付税原資化の議論もあって、今度、消費税率が

仮に８から 10％に上がるとすると、さらに交付税原資化の部分の割合を増

やしていくという話もある中で、東京都特別区の減収額が今後増える可能

性があると。そうすると、当然、特財調に響いてくると思うのですけれど

も、そのあたりの見通しも含めて、この計画の規模感でやれるということ

で考えておられるのか、そのあたりの将来の財政規模との見合いでこの計

画を例えば少し修正されているのかというところを教えていただければと

思います。 

○財政課長  当区の計画、最初に企画課長からお話ししたように、実行計画を裏づける

３か年の財政計画を立てると。他団体においてはもう少し長い期間のもの

を立てたりしますが、杉並区の特色ですが、今のように経済が激しく動く

中では、３か年が限度だろうというところでやっています。 

 今積算しつつあるのですが、まだここには、数字は明らかにできていな
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い状態です。これは３か年の最初の年が 27 年度で、これから 27 年度の予

算編成をしていく中で見極めていく必要があるためで、27 年度予算の編成

とかなりリンクしている部分があるという事情もあるわけですが、そうし

た中、今委員がご指摘になった法人住民税だとか、また、法人税制全体が

大きく変わって、地方の歳入に大きく影響を与えようという動きがある中

で、その部分のリスクなり変動をどう見ていくかということだと思うので

す。そこはやはりそういうリスク、情報をきちんと得ながら考えていかざ

るを得ないとは言いつつも、現実的にもう 27 年度の編成があって、28、29

を見込んでいかなければいけないということです。ある種の推定にならざ

るを得ないのですが、そうしたことをきちんとデータも踏まえながら、ま

た、国の経済成長の見通しとかを踏まえながらやっていかざるを得ない状

況にあるということです。 

○委員    そこのところをどういうふうに見込まれているのか。つまり、計画として

ある程度そこは収入が減るだろうという規模感でやっておられるのか。そ

うはいっても、政府の経済見通しというのは割と楽観的な数字で出してい

ると思うのですけれども、そのあたりも含めて。あと、当然オリンピック

のこととか何かもあると思うのですけれども、そのあたりをどういうふう

に……。 

○財政課長 基本的には中長期、杉並区の場合は３年なので、28 と 29 については国が通

知を１月に出す見通しがありますよね。あれには確かに委員がおっしゃっ

たように２通り、参考モデルとアベノミクスがちゃんとうまく機能した場

合というのがあるのですが、その辺も含めて、11 月にこの計画の確定する

段階まで、ぎりぎりまでそういった部分を見通していく必要があると。そ

ういった形でいったとしても、向こう３か年については全体の規模が現計

画が 500 億の計画になっていますので、それを改定しているという形では

あるのですが、ほぼそれに近い数字ですので、それをしっかりと担保する

財政計画が作れるという、作っていかなければならないわけですが、作れ

るという判断をしているということです。 

○会長    ありがとうございます。 

 ○○委員、いかがでしょうか。 

○委員    多分、今、全体の話という範囲なのでしょうけれども、これはもう既に多

くの方が言われたことなのですが、見ていて戸惑ったのが、施策目標の

「現状と目標」という数値の書き方が、ことしから初めてやるのだったら

現状値から書くのでいいのですけれども、「あれっ」と思って。普通、現

在がどの段階にあるかというと、当初値があって、短期の目標があって、

それに対して現在どうかというのがこの目標の書き方そのものの中に入っ

ているのが普通だと思ったのですが、それが全くなくて、すべて現状値か

らスタートしているというところがよくわからなかったというか、違和感

を感じました。 

○会長    計画のもともとのスタート時からということですね。 

○委員    そうですね。だから、先ほどもう皆さんから言われたことなのですが、こ
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れまでのことを検証して加速化したということがこの中ではわからないの

ですよね。目標数値というのはそのためにあるので、その目標数値の中で

それが当然出てくるはずなのですよね。当初に対して現状はこれだけで、

だから、ここをこう見直して、今度こう変えますというのは、多分この１

表を見ればわかるはずだと思ったのに、それがこれは全然わからない表な

ので、ちょっと戸惑いました。全体としてはそういう感想を持ちました。 

 あとは、新しい課題もちゃんと取り入れていただいているので、ちゃん

と新しい課題にきちんと向き合っているなというところは大変評価してい

ます。 

○企画課長 やはり先ほど来の意見と軌を一にするご意見かなと思いますが、本当にそこ

は役所の悪い癖で、ちょっと前例踏襲的に、今まで計画の改定のたびにそ

こからスタートさせるような形で計画を作ってきました。ただ、委員もお

っしゃるように、確かにそれだと、初めて見る区民の方は今の冊子とこれ

を見比べないとわからない。そんなことをやる人は誰もいませんので、や

はりそこはもう一工夫しなければいけないなと思っています。どこまでで

きるのかわかりませんが、計画決定までの間にまだ少し時間がありますの

で、検討したいと思います。 

○会長    この表の中にどう入れるかというと、なかなか頭の痛いことかもしれませ

んが、その辺、ちょっと工夫ができるかどうかというのは１つあるかもし

れません。○○委員、いかがでしょうか。 

○委員    他の委員方のご意見とほぼ一緒なのですけれども、この総合計画と実行計

画のローリングを検証するには、これをつくる際に行われたこれまでの取

組の検証の検証を行わないと、この計画もしくは実行計画自体がしっかり

したものなのかということを判断するには材料不足なのかなという印象を

持ちました。 

 こういった形でローリングをしていくということは、環境変化に応じて

スクラップ・アンド・ビルドをしていくことは必要なわけですけれども、

例えば先ほどご説明がありました目標別施策事業体系、新規のものは入っ

ているわけですけれども、そうすると、３年ごとにこれをやっていくとい

うことは、事業が単に増えていくというものなのか、もしくは前期の３カ

年の中でここから落ちていったもの、事業が完了して落ちていったものが

あるのかですとか、ここの目的と手段の関係につきましては、例えば再掲

事業のようなものが出てくるということは、目的と手段の関係を少し整理

したことをうかがうことができるのですが、そのあたりのこれを判断する

際の情報がちょっと不足をしているのかなと。 

 72 の施策目標があって、拝見しますと、活動指標レベルの指標、アウト

カムレベルの指標、異なるレベルの指標がある中で、例えば協働に関する

計画が次に議論されますけれども、アウトカムレベルに関する指標を上方

修正したということであれば、当然これは杉並区行政のみで指標もしくは

目標を改定することは不可能ですので、例えばステークホルダーとどうい

う議論をした結果、この 11 の施策目標がより厳しい上方修正をしたのかと
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いったことも含めて、委員のご意見とほぼ一緒なのですけれども、少し情

報として整理をされた方がわかりやすいのかなという印象は持っておりま

す。 

 あと、○○委員から今後の３年間の財政的な裏づけに関するご質問があ

りましたけれども、逆にこの前の３カ年の計画の中で、今、財政難なので、

結構ほかの自治体でも中期計画に事業を乗せていても、結局、ローリング

するときに未実施で、次に移しているものがあると思うのですけれども、

前の実行計画の中で実施できなかった、もしくは未着手の事業がどれぐら

いあるかということを参考として教えていただければと思います。あれば、

どれぐらいあるのかということです。未実施、未着手、ほかの自治体はそ

れを次にどんどん繰り延べしていくと、10 年の最後にしわ寄せしてきて結

局できなくて、また次に持っていくというパターンが結構あるのですけれ

ども、杉並の場合はそういうことはないですよねという質問になります。 

○会長    少なくとも、これまでの施策の中で未着手のものとかはあるのかというこ

とですね。 

○委員    前期の３カ年の中で事業が入っていて、それができずに、ローリングをし

て次にまた持ってきているものがあるのかどうかということですね。 

○企画課長 いろいろご指摘をいただきまして、まず、これまでの取組をどう検証して今

回の計画になったのか、新規の計画がある一方で、ご指摘のように計画外、

あるいは計画の目的を達成して終了という事業もあり、それはご指摘のと

おりで、それをどう区民の方にお伝えしていったら、なるほどそういう検

証のプロセスをたどってこうなったのだなと。また、それであればこれで

適当だなと判断していただくために、どのような形でこの冊子の中に盛り

込むかは非常に難しいのですが、なるべく努力してみたいと思います。あ

りがとうございます。指標についてもしかりだと考えています。 

 それから、最後のご質問、現計画で計画化したもののうち、未実施、未

着手があるかということですが、未実施、未着手のものはありません。た

だし、検討をして、予算をかけていろいろ研究もしたのだけれども、残念

ながらその手法、やり方ではうまくいかなかったということで旗を降ろし

たものはあります。例えば電子地域通過事業ですとか、新たな地域交通シ

ステムの構築ですとか、そういうものは予算をかけてさまざまな方法で調

査・検討もしましたが、もうこれ以上これを進めていっても施策への寄与

にはつながらない、別のやり方で施策の目的達成をしていこうということ

で、計画事業の見直し、あるいは取組内容の見直しをしています。 

○委員    最後のご指摘の部分は区民の方へのメッセージとしてすごく重要かなと思

っていまして、ビルド、新規事業だけではなくて、思い切って英断してや

めたという情報も、恐らくそうすることによって、こういった計画をして

いくときに優先順位を入れかえていって、行政も試行錯誤をしながら前に

進んでいるのだという姿勢を伝えるには、最後ご指摘のような情報も含め

て区民にお知らせする方がいいのかなと思いました。 

○委員    若干関係しているのですけれども、私はこの指標自体の見直しはされたの
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かどうかをお伺いしたいと思います。数字にしなければならないので、当

初、いろいろ考えて指標をつくられたのでしょうが、でも、実際にはこの

指標ではだめだったとか、そういうことがあると思うので、指標の方もス

クラップ・アンド・ビルドが必要じゃないかと思いますが、そこの検討は

あったのかどうかお聞きしたいと思います。 

○企画課長  指標の見直しもいたしました。現計画でも 73 の指標を設定していますが、

たしか 25 ぐらいは見直しています。それは、ご指摘のように、この指標は

この施策の成果を端的に表すものではない、23 区との比較が可能ではない、

あるいは毎年とれるものではないとかという理由で変えたものもあります

し、また、冒頭ご説明しましたように、施策にぶら下がる計画事業の構成

を変えたりした場合もあります。 

 具体的に申し上げますと、例えば資料 31 の３ページの体系図の目標２の

施策６、「魅力的でにぎわいのある多心型まちづくり」、この施策のもと

に「杉並らしさを活かした観光事業の推進」という事業を新たに加えまし

た。今まではこの観光という柱がありませんでしたが、これが入ることに

より、この取組がどれだけ進んだのかというような目安も必要ということ

で、新たな指標を加えたりなど、大分見直しています。 

 ただ、なぜ見直したのかとか、新たに設置した目標が適当なのかとか、

既に設定している指標については目標なり実績なりが他区と比べてどうな

のかというところは、先程来、指摘されておりますが、ちょっと工夫をし

ないと、それが適当なのか、区が頑張っているのか、実績を上げているの

かどうかが伝わらないなということは認識していますので、考えていきた

いと思います。 

○委員    ということは、例えば私どもがこの指標は的確ではないのではないかと言

っても、今でも受け付けていただけるということですね。 

○企画課長  ぜひ具体的な、こういう指標の方がもっと端的に成果を表し、ほかの自治

体との比較も可能でわかりやすいのではないかということがあれば、それ

は十分検討の余地がございますので、ぜひお寄せいただければと思います。 

○委員    ちょっと細かい話なのですけれども、私は外部評価委員会にも出させてい

ただいていて、そちらの方でもやはり指標の達成度が適切なのかという議

論が出ているのです。そういう見地からずっと見せていただいて、確かに

施策の見直しというか、特にプラスされた部分が的確にバージョンアップ

されていると思ったのですが、１つ、今の資料の６ページで、先程何か意

見があったらという話でしたので、一言意見なのですけれども。 

 ６ページ、「減災の視点に立った防災対策の推進」で、今回、新規で重

点が２つ入って、「帰宅困難者対策の推進」と「ＩＣＴを活用した災害情

報の収集と発信」が下に書いてあるのですけれども、この施策は昨年から

の同様のものだと思うのですね。やはり 10 年計画の中ですから、継続して

いくことも大切であり、ただ、この重点施策の帰宅困難者対策で、一時滞

在施設の確保は物理的な施策ですし、ＩＣＴを活用した情報ということに

なると、区民がこういうことを知っているのかという認知度が重要となる
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ので、これらを反映した指標としてもうちょっと工夫があってもよかった

なという印象は受けました。どう見直していただくかという具体的な提案

の用意はないのですけれども、今意見ということでしたのでお話しさせて

いただきました。 

○会長    ありがとうございます。 

 今、○○委員からも外部評価というお話がございました。要するに、外

部評価を含めて事務事業評価とか、今いろいろご意見が出ているような評

価ということについては恐らく別途やられていて、そこに多分いろんな議

論や膨大な資料があるのだろうと思うのですね。ですから、それは前提と

した上で、ここにどういうふうに見え方として入れられるかというところ

もあるのかなと思うのですけれども、その辺はもし余地があれば工夫をし

ていただけるといいのかなと思います。 

 私も細かいことをちょっと伺ってよろしいでしょうか。例えば随所に区

民の割合が出ていると思うのですね。区民の何々した割合が何％になるよ

うにということで計画目標を立てる。例えば 47 ページの「区民参加の促進」

がありますけれども、「審議会等への区民の参加割合」と言ったときに、

こんなに低いのかなと最初思ったのです。これは要するに、住民票のある

人が審議会の委員になっている割合がこのぐらいということなのか。ちょ

っと私、忘れてしまって申しわけないですが、例えば杉並区の自治基本条

例は、区民というのは広く規定していたのでしたっけ。働く人とか。 

○企画課長  そうです。 

○会長    この目標値とすると、その辺がどんなふうに統一されているのかちょっと

気になったのですが、もしどんなふうにされているかわかったら教えてい

ただいてもよろしいでしょうか。 

○企画課長  ここにつきましては、確かに自治基本条例で定める区民は在住者のほかに

在勤者も含めておりますし、団体も含めておりますけれども、ここで言う

ところの区民というのは、会長がおっしゃるように住民登録をしている区

民ですね。さらにこれは実数というか、全体の区民を分母にしております

けれども、中には同じ 47 ページの上の方の「現在ボランティア活動をして

いる区民の割合」というのも、「指標の説明・計算式」のところに「区民

意向調査による」とございますけれども、これは毎年やっている意向調査

に該当した区民の方が分母になっているので、全区民に聞いているわけで

はないのですね。そういうものも含まれております。 

○会長    それは問題ないと思うのですけれども。そうすると、やっぱり全体を通し

て区民とは住民票を有する人というふうに、ちょっと条例とは違うけれど

も、数値として統一されていると思っていいということですね。わかりま

した。 

 ほかに皆様からどうぞ。 

○委員    大きいところでお話をするか個別のところで話をするか迷っていたところ

なのですけれども、今お話が出てきたので少し言わせていただきたいのは、

同じく資料 31の８ページにあるところでお話をしたいと思います。 
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 こちらで掲げられている総合計画の中の施策４で「現状と課題」をバタ

バタと見ると、道路の拡幅をしなくてはいけません、バリアフリー化です、

バスのあり方を考えましょうとあるのですが、実際の施策指標の数値目標

のところを見ると、実は今挙げたようなキーワードとは比較的関係がない

というか、関係が非常に薄い数値指標が挙がっているように見受けます。 

 ただし、実際の実行計画の方でそれがブレークダウンできているならば

さもありなんと思って実行計画の方を見てみますと、資料 32 の 13 ページ、

15 ページ目がそれに近しいお話をなさっているようにも見えるのですが、

こちらの方を見てみますと、確かにキーワードに指標と近しいものが挙が

ってきているのですが、今度こちらになってくると突然具体性に欠けた指

標になっている。普通、実行計画の方が具体的に視野に入っていて、もっ

と数値目標があってもよさそうで、しかも、その延長線上に本当に総合計

画の目標が位置づけられていればいいのに、僕が申し上げたいのは、総合

計画と実行計画の指標の位置関係や関係性が少し不明瞭な感じがします。

また、これは先ほど出てきた議論でもありますが、必ずしも適切でないな

というところもあります。むしろここで議論していただきたいのは、総合

計画と実行計画の数値指標の連続性、関係性を少しご検討いただくといい

のではないかという気がしたのですが、私に勘違いがあれば正していただ

きたいと思います。 

○企画課長  まず、実行計画の方は、ここで掲げている数値は指標というよりはアウト

プットといいますか、活動量を示したものでして、ある意味の活動量の指

標と言えば指標なのですが、必ずしもアウトカムではないわけですね。こ

の各計画事業のアウトカムについては、すべてがアウトカムにできていな

いところがあるのですが、代替指標で活動指標になって、アウトプットに

なっているものもあります。いずれにしても計画事業ごとの評価、指標は、

行政評価、事務事業評価の方で設定をしています。それについては、○○

委員にも委員になっていただいている外部評価委員会の方でもいろいろと

ご指摘を受けて、見直しをかけているところでございます。 

 しかし、なかなかここに見えにくいというのはあろうかと思います。そ

れらの事業ごとに設定をした指標を束ねる形で、この施策、例示いただき

ました施策４であれば、「利便性の高い快適な都市基盤の整備」について、

どれほどそれが進んだのかを推し量る指標として何が適当かということで

選んでいるつもりですが、施策によっては難しいところがあり、見方によ

っては風が吹けば桶屋が儲かる的な、どういうふうに連関したらここに行

くのかというところもあるかもしれないのですが。単純に計画事業の指標

を横引きするだけでは余り意味がないということから、ちょっと大き過ぎ

る指標なのかもしれませんが、そのような思考回路を経てこういうことに

なっており、具体的にご指摘いただければぜひ検討させていただきたいと

思います。 

○委員    だんだん細かい具体的な話になってきたので、私も細かいところで３点お

聞きしたいというか、お話ししたいことがあります。 
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 １つは、若者の就労支援の話と生活困窮者、ひきこもり等の支援の話、

この２つが別のところで書かれておりますが、実際にはどういう形で展開

される予定なのか、２つの事業の関係性はどう考えていらっしゃるのかを

お聞きしたいのが第１点です。 

 ２点目は、施策を読んでいてちょっと気になったこととして、にぎわい

のあるまちづくりというまちづくりのところで観光産業とかアニメ産業が

書かれているのと、それに対して、その次のページにある産業振興のとこ

ろではそういうことが書かれていなくて、つくろうとしているまちのイメ

ージと産業を振興させる産業との関係が、多分現実には関係したものにな

るのでしょうけれども、何かその辺がもっと見える形で書いてもらうと、

こういうまちをつくろうとしているのだなというのがすごくよくわかる。

何か別々のことを書かれているような気がするのですが、ここの関連は多

分あると思うので、あるような書き方の方がいいのではないかというのが

２点目です。 

 ３点目は、これはもっと個別具体的な話で、資料 31 の 34 ページの「子

ども・青少年の育成支援の充実」の指標がとても気になったのです。「将

来の夢・目標が定まっている子どもの割合」って……。それは、錦織君と

か本田圭佑だったらいいかもしれないけれども、これは違うぞと思いまし

た。ずっと前は夢を定めるというようなことをキャリア教育の目標にして

いた時代があるのですが、今キャリア教育はそういう時代ではないので。

社会的自立というようなことがキャリア教育の中心にうたわれる状態にな

っている中で、夢を決めるというのは違うと思います。夢は当然変わるべ

きであって、ずっといつまでもプロサッカー選手になると思い続けて 30 に

なっては困るので、これはちょっと違うかなと思いました。以上です。 

○保健福祉部管理課長 まず、生活困窮者と就労支援の関係ということ。管理課長、田部

井と申します。よろしくお願いします。 

 施策 18 のに書いてあります、地域福祉の関係のひきこもりの若者支援の

ところですが、これは来年度から始まる生活困窮者自立支援法に基づくス

キームを利用して事業を実施するわけですが、その就労の部分は就労支援

センターの方で行っている就労準備支援と連携ということになりますので、

実際にはそちらの方の事業を使っていくことになります。ただ、それだけ

を使うだけではなくて、ひきこもり、ニートの方々にもっと地域資源を利

用して地域になじんでいただく、自立していただくということもあります

ので、こちらの方の地域福祉のところにあえて載せているものです。 

○委員    私、国の就労支援準備事業の手引きをつくっている最中なのです。そこで

やはり地域でこの事業の予算をある意味ではうまく活用して、現実のほか

でやっているものとうまく結びつけながらやってくださいということを言

外に書くような形でやっていますので、ぜひそういう形で地域資源をうま

く活用していただきたいと思います。 

○産業振興センター次長 委員からご指摘のあった施策６、施策７の関係です。前の計画

では、このアニメ産業の振興については、施策７の中の産業振興というと
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ころで位置づけていました。今回、施策６に新たに観光という視点を新事

業に書いている中に取り入れたということです。 

 その関係で、観光のにぎわいということで、施策６についてはにぎわい

とか商機という表現が出てきました。当然、施策７につきましても商店街

の振興ということがございますので、にぎわいとかいう言葉はございませ

んが、中身は施策６に非常に近い、にぎわい、商機の創出という言葉も施

策７には盛り込んでいるつもりです。確かにご指摘のように、言葉として

は、にぎわい等が少ないかなという感じがしますが、６と７は相関関係が

ある事業です。 

○児童青少年課長 将来の夢が定まっているということについて、大変厳しいご意見です

が、まず、こちらの指標に関しましては、「子ども・青少年の育成支援の

充実」の中で、例えばの話ですが、次世代育成基金の活用で、子どもたち

の多様な体験を通して将来どういった方向に進みたいか、多様な経験を進

める中で子どもたちの夢がどうなのかというところをより広げていきたい

なという思いがあります。 

 その中で、就職ですとか、大学進学などが具体的に見えてくる高校２年

生ぐらいの年代で、そうした経験を踏まえた子たちが将来の夢というもの

に対して一体どういう思いを持っているのかと。その夢が変わっていくこ

とは当然あろうと思います。ただ、私たちが取り組んできた青少年の健全

育成を図る中で、幼少期からを通じたさまざまな取組の中で、子どもたち

がどういった夢を抱いているのかなというところを捉えていく１つの指標

として挙げさせていただいたものです。変わっていくことは当然あるだろ

うと思いますし、ご意見も素直にそういったところもあるのかなというふ

うには受けとめさせていただいて、今後そうしたところについても検討は

していきたいと思います。 

○会長    おっしゃるとおりだと思うのですけれども、逆に言うと、そういうことを

考えることが大事なのだと思うのですね。だから、これ自体は何というふ

うにすれば……。 

○委員    例えば親と将来について会話をしたかとか、先生とはどのくらいとか、夢

を何かに決めるというよりは、そのことについて考えているということが

多分大事だと思うので、そういうことがわかるような指標の方がいいのか

なと。ちょっと前のキャリア教育はやりたいものを決めればいいのだとい

うことになりがちで、決めさせることが第一になりがちだったのですが、

あれは違っているという状態に今なっているので、決めるということに多

分私はひっかかったのだと思います。考えることは大事だと思います。 

○会長    これ自体は過去のデータと比較しながらやって、すぐ変えるのはなかなか

難しいのかもしれませんけれども、確かにおっしゃるとおりだと思います

ので、またいろいろご研究いただければと思います。 

○委員    少し細かい話が出たので、大きな話に戻したいと思うのですけれども、先

ほど来、総合計画の指標の考え方と実行計画、活動指標レベルの話が書か

れている、その関係について議論があったと思うのですが、恐らく総合計
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画のそれぞれの指標については一応並べ方を考えられているのかなと。ア

ウトカムレベルのが一番上にあって、それを達成するであろう手段がその

下に並べられているという印象を持ちました。 

 当然ながらその目標を達成するためには、ひとり行政、杉並区だけで達

成できるわけではなくて、恐らく政策評価、行政評価の研究で言われてい

る考え方で言うと、シェアード・アウトカムという言い方をします。つま

り、こういった大きなアウトカム指標を達成するために、それぞれのステ

ークホルダーが果たすべき役割を明らかにしていって、その中で行政はこ

ういうことをやりますよと。そのシェアード・アウトカムを達成するため

に、それぞれのステークホルダーがこの目標に向かってどういう役割を果

たしていくかということを、例えば自治体レベルで言うと、かつて青森県

などがそういったシェアード・アウトカムの基本構想、基本計画をつくっ

ておりましたし、愛知県の東海市でも同様なシェアード・アウトカムの考

え方で基本構想、基本計画をつくっていたので、そういったものなのかな

と。 

 それと同じように、杉並区のシェアード・アウトカムのような考え方が

示されているのは、１ページの(4)、実行計画の横に協働推進計画が並んで

いるということが、上位の総合計画の目標を達成するために、左側の行政

上、実施上の活動レベル、事業レベルだけではなくて、その右側にある協

働推進計画、両方をもって上位の総合計画を達成する。今、シェアード・

アウトカムというキーワードを使って私なりの解釈をしましたけれども、

そういった構造を見せる方が、この実行計画と総合計画が直にリンクして

いるということではないのだという部分が重要なのかなと思います。 

 あとは、参考資料にあった区民アンケートの結果が、さっき目玉がある

のかどうかというお話がありましたけれども、これは区民のニーズといい

ますか、ウオンツを示すものと区側の計画がどう乖離もしくは合致してい

るかを示すものだと思うのです。 

 目標２のように、例えば狭あい道路。きのうも世田谷区で痛ましい交通

事故があって、杉並区でも大きな課題として取り上げられていて、実際に

もうキーワードが入っている。目標１、目標３、目標４というのは、こう

いったアンケート調査をやると、結局、目標に入っている言葉をもう一度

繰り返す回答が増えてしまうのです。例えば目標１の「まちの不燃化」と

いうのは、それ以降すべてを示してしまうのですね。目標３の「緑化の推

進・みどりの保全」、目標４、「安心して医療を受けられる体制の整備」

というのはキーワードを繰り返しているのにすぎないので、目標１、３、

４というのは、一番多いものの次のものが実際の優先順位だと考えた方が

いいのかなと。 

 例えば目標４の「安心して医療を受けられる体制の整備」というのは、

むしろそれ以下のすべてを実施しないとそれを達成できませんので、じゃ、

安心の中身というのは何なのかということが次以下の優先順位で示されて

いると解釈をした方が、政策、施策の優先順位に生かしていくためにはそ
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ういう読み方をした方がいいのではないかと思って、念のために申し上げ

ておきます。 

○会長    ありがとうございました。ご意見、感想も含めてということですので、よ

ろしいですかね。何か区の側でコメントはございますか。 

○企画課長  今、後段でご指摘いただいたことは目からウロコというか、ああ、なるほ

どなというふうにお聞きしていました。お答え申し上げたように、その２

番目も含めてすべて計画事業化をして重点事業化をしていますが、そうい

う目でもう一回見て、事業計画、策定、推進に勘案していきたいなと思い

ました。ありがとうございました。 

○会長    ありがとうございました。一応予定していたこの件についての時間は来ま

したが、もし何かあれば最後にまた出していただいてと思いますが、次の

テーマに移りたいと思います。 続きまして、今もシェアード・アウトカ

ムというお話に言及していただきましたが、協働推進計画と行財政改革推

進計画が次にございます。これについての意見交換に移っていきたいと思

いますので、まずは区側からのご説明をお願いします。 

○行政管理担当課長 それでは、行政管理担当の堀川からご説明を申し上げます。 

 協働推進基本方針及び行財政改革推進方針に基づく計画（案）です。実

行計画につきましては、協働・行革ともに名称を変更することで、計画と

しての位置づけを今回明確化しています。それから、担当課を明示しまし

た。協働推進計画については、各年度の取組内容や数値目標をなるべく具

体的に記載するということを努力したのと、また、行財政改革推進計画に

ついては新たに効果の欄を設け、財政削減効果が見込めるものには「財」、

定数削減効果が見込めるものには「定」という文字を表記しています。 

 次に、お手元に参考資料でお配りしている広報すぎなみ９月１日号、こ

の裏面をご覧ください。こちらの上段に協働推進計画、下段に行財政改革

推進計画を掲載しています。この一覧をもとにご説明いたしますので、資

料 33、34については後ほどごらんください。 

 まず、協働推進計画では、さまざまな具体的取組のうち主要なものを計

画化しましたので、ほかにもたくさんの取組があります。 

方針１の「区民参加の促進」では、２つの視点で項目を整理しました。ま

ず、上の(1)「ボランティアとの連携による地域課題の解決」ですが、区境

パトロールなどのほかに、こちらに記載のさまざまな事業を計画化してい

ます。それから、(2)番、「区民参加の機会の拡大」ですが、こちらは防災、

健康づくりのほか、新たにまちづくりに向けた地域との連携・協力の取組

を計画化しています。 

 それから、方針２です。「地域人材の育成と地域活動環境の充実に向け

た支援」ですが、こちらは地域活動環境の充実に向けた「まちの絆向上事

業」への支援、また、「地域のたすけあいネットワーク」の登録推進のほ

か、新たに協働提案制度の実施、「中央線あるあるプロジェクト」の推進

等を計画化しています。また、地域人材の育成支援策として、ＮＰＯ等の

活動支援、すぎなみ地域大学の運営という従来の取組のほかに、新たに地



第 7回 杉並区行経営懇談会 

 

 19 / 31 

 

域人材を発掘し、育成するための新たな仕組みづくりを計画化しています。 

 方針３「協働を支える情報発信と、区と区民とのコミュニケーションの

充実」については、「すぎなみ地域コム」等のウェブサイトの運営のほか、

新たにＩＣＴを活用した災害情報の収集と発信――こちらは実行計画にも

計画化していますが、これを計画化しています。こちらは先ほど申し上げ

ましたが、資料 33にすべて記載しています。 

 続きまして、行財政改革推進計画についてご説明します。これは下段に

なります。方針１から５まであります。 

方針１「財政健全化と持続可能な財政運営の実現」では、広告収入の確保

に今回本腰を入れていこうということと、口座振替の勧奨やコンビニ納付

の活用による税等収納率の向上、新たに区営住宅の駐車場の貸し出し等を

計画化しています。 

 また、方針２「効率的な行政運営」では、業務分析に基づき、窓口業務

を中心とする専門定型業務の委託に新たに取り組むほか、保育園等の民営

化や指定管理者制度への移行にも引き続き積極的に取り組みます。また、

区全体のウェブサイトを利用しやすいように再構築し、運営経費の削減も

図ります。 

 方針３「効率的な組織体制の構築と人材の育成」ですが、新たな行政需

要に対応しつつも、３年間で 100 名の職員削減を目標に、職員定数の適正

化に取り組んでいきます。 

 方針４「区立施設の再編・整備」ですが、区立施設の再編整備計画に基

づき、27 年度からの３か年で財政効果が得られる区民住宅の廃止等の項目

を計画化しています。 

 方針５「分権型時代の自治体間連携などの取組推進」では、特定の事業

を介した基礎自治体間の新たな広域連携の検討・推進と、区立学校と区内

都立学校との連携協力による教育活動の推進を計画化しています。詳しく

は資料の 34をご覧ください。簡単な説明ですが、私からは以上です。 

○会長    説明をありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明を踏まえまして意見交換を行いたいと思い

ます。おおむね７時 50 分ぐらいを目途にご意見をいただいていきたいと思

いますけれども、どなたからでもいかがでしょうか。 

○委員    お伺いしたい点は、最初、一番大きなところになると思うのですが、資料

31 に戻って、４ページ目に協働推進基本方針、今回の計画のもととなる基

本方針と、あと、恐らく行財政改革基本方針も位置づけられてあるので、

今既に議論が終わった総合計画または基本構想との位置関係がここで示さ

れているものしかないのですが、実際にはここでこういう計画になる以上

は、本来は総合計画のどこか一端に今回の計画が位置づけられてこようか

とも思うのですが、この点についてどのようなご議論があったのか教えて

いただきたいと思います。 

○行政管理担当課長 今の資料 31 の後ろの方に基本方針の記載があります。今までの計

画でも、総合計画の中に協働推進基本方針と行財政改革の基本方針、それ
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ぞれ３つの柱、５つの柱で載せております。引き続きこちらで基本的な方

針を定めた上で、実行計画の中で、今までは「計画」という名前になって

おらず、「協働推進基本方針に基づく主な協働の取組」という名前だった

のです。と同様に、行財政の方も「基づく取組」。計画としてどういうふ

うに進んでいくのかが弱めな印象になっていたため、「計画」という名前

にして、具体的に数値を入れて、というようなことで構成しています。 

○委員    むしろ私が勘違いしてごめんなさい。入れたのですね。わかりました。す

みません。ありがとうございます。 

○会長    協働の方につきましては○○委員に審議会でもご尽力いただいているわけ

ですが、委員、何かございますか。この件についてご意見をいただければ

と思いますが。 

○委員    協働については、むしろ私は質問にお答えする側かなと思っておりますの

で、特にコメントはございません。 

○会長    それでは、ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 ○○委員、行財政改革などについても出ていますけれども、いかがでし

ょうか。 

○委員    先ほど伺ったこととまた同じような質問になってしまうかもしれないので

すけれども。 

 結局、総合計画の中で描かれている施策の実行と目標数値があるわけで

すけれども、それをどこの部分について、例えば協働の仕組みを入れてい

くことで効果を上げていくのかとか、あるいは行財政改革についてもどこ

の部分で民間活力を入れるかとか、経費を削減するのかというのが、特定

の事業をカットするという意味では金額も含めてわかりやすいわけですけ

れども、これで言うと、それぞれの施策について個々の事業があって、そ

れが縦糸だとすると、そこに横串で住民参加とか、いろいろな行革のノウ

ハウを入れながら全体としてスリム化をしていくとか、効率化を図るとい

うイメージだと思うのですが、それがそれぞれの施策分野でどう絡み合い

ながら実行していこうとしているのかがなかなか全体として見えにくいと

いう印象を持っています。 

 もう一つ言うと、こっちの総合計画の話に戻ってしまうところもあるの

ですけれども、例えば高齢者福祉であれば介護保険事業計画の枠組みがま

たあって、そこで当然需要の見通しとかニーズに関する参加型の仕組みを

入れて、計画を立てて、保険料を策定してというのがあって、それとこの

総合計画の話があって、次世代育成であればそれはそれでまた実行計画を

つくらなければとかいうそれぞれのルールに基づいた政策目標なり計画な

りで、そこでのニーズの把握というのがあって、恐らくその辺の数値も入

れながら目標も立てて、かつ全体の予算の枠組みがある中でそれをいかに

スリム化しながら工夫をしていこうかという、何かそのスリム化のための

手法としてこういう方針を立てましたというのは見えるのですけれども、

それの効果が果たして今後の財政見通しの規模の枠組みの中でおさまると

いうところについて、どのぐらいの見通しを持っていらっしゃるのかとい
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うのが数字で見えてきにくいなという印象を持ちました。 何かちょっと

抽象的な説明で恐縮なのですけれども、余りよその自治体と比較をするの

がいいかどうかわからないのですが、よそだと、例えば今の歳入規模と歳

出規模とそれぞれの目的別とか性質別の枠組みがある中で、今後の歳入見

通しの中で全体の債務を縮小するとか、健全化目標の中でどれだけをカッ

トしなければいけないとか、どれぐらいの財政規模でやれるという話と、

それに対して今後の行政需要がどのぐらい増えるのかということも含めて、

各分野ごとの今後の財政需要の話があって、ここをもっと民営化しようと

か、あるいは経費を削減しようというのが個々の施策ごとに、その縦糸と

横糸の関係がもう少し見えるようなものが割と出てくるのですけれども、

それが非常に漠としているのは、それである程度やれてしまっているとい

う理解でいいのか、どうなのでしょうかというところが大変気になったの

ですが。 

○会長    これは財政課長にコメントを求めていいでしょうか。どうなのでしょう。 

○財政課長  この場にはちょっとお配りしていないのですけれども、区政経営報告書と

いう決算のまとめが決算書とは別に詳細に、どういう１年間の決算をやっ

てきたかという冊子があります。その中には、行革の取組等でどの部分を

どのくらい減らしてきたかというようなことが書いてあります。 

 それは結果の方で、委員のご指摘は、予算を編成するときに事前の目標

があってという、ある種のフレームみたいなものを設定してという形にな

ろうかと思うのですが、実は杉並区では昔は各部ごとに一定のフレームを

課してやってきました。それは、フレームに押さえることによって財政規

模との均衡を図っていこうという考え方なのですが、ただ、それだと、本

当の工夫だとか、もっと削るべきところが削れないとかいうような考え方

もありまして、現在ではフレームはやっていません。 

 それともう一つは、今、田中区長になって、まずは行政の第１に区民生

活があって、それをいかに実現していくか、区民福祉の向上を実現してい

くか、それを担保するのが財政という形で、確かにフレームを設定しなけ

ればいけないのですが、まず先にあるのは一定の行政目標であり、今回の

実行計画なりの目標があって、それを達成するためだと。今回の実行計画

は、先ほど申し上げたように、全体で総枠が大体 500 億前後なのですね。

杉並区の財政規模は今 1,600 億で、まずこの実行計画をきちんとやってい

く。それに合わせた行財政の改善計画、協働の計画をリンクして、なるべ

く効率よく全体をやっていこうという形で、お答えになっているかどうか

わからないのですが、そういう仕組みになっているものがあると。それは

必ず決算においてやってきたことは検証して、次につなげていくというサ

イクルになっているということですね。 

○会長    ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

○委員    今の○○委員のご質問と課長のお答えで、何となくこういった行革の案を

つくると、一般的には効果額みたいなものをつくって事前に示すというこ

とがあると思うのですけれども、そういう仕組みではないのかなというこ
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とはわかりました。ありがとうございます。 

 ただ、例えば、これは基本計画を着実に実施するために持続的な財政運

営をしないといけない。持続的な財政運営をしなくてはいけないためにこ

の行革方針をつくるという、どっちかというと行財政という言葉を使って

いますので、財政運営に重きを置いているのかなというような印象があっ

たものですから、私もなぜ効果額みたいなものが出てこないのかなという

素朴なものがございました。 

 とはいえ、それ以外には、先ほど課長のご説明で広告収入、どっちかと

いうと、歳入を確保していくような話をもう少し前面に出していくと、こ

れが恐らく行財政改革推進計画から行政経営、行政運営みたいな形までに

持っていけるのかなと。例えば杉並はそんなに事業所はたくさんあるわけ

ではないと思うのですけれども、ほかの自治体ですと、償却資産を徹底的

に洗い出して、課税ベースを広げていくということも計画の中に織り込ん

でいるところもございますし、そういったものがあってもいいのかなとい

う印象と、あとは民営化の話が出てきますけれども、何のためにやってい

るのかという部分をもう少しそれぞれ、例えば区民サービス向上のために

民営化をしていきます、もしくは財政運営に貢献するために民営化をして

いきます、そのあたりの区分をもう少し書き込んだ方がいいのかなという

ことがございました。 

 あとは細かい話ですと、例えば 11 ページのように、入札の公共調達とい

う、これは恐らく公契約――条例化をするかどうかは別として、指針の中

で杉並区の公共調達を通じて労働環境の整備ですとか、社会的な整備の実

現に果たしていこうというちょっと毛色が違うようなものも入っていると

思いますし、少し目玉みたいなものを前面に出してもいいのかなという印

象を持ちました。感想になりますけれども。 

○財政課長 先ほどのご質問で、ちょっと補足させていただきたいのですが、こちらの方

の資料の 51 ページに、まさに行革基本方針の中で方針１のところに、「財

政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルール」という形で５項

目、財政運営の規律を示しています。確かに○○委員がおっしゃるように、

数値的なものとはダイレクトにはつながっていませんが、経常収支比率の

ことや決算剰余金の２分の１以上を財調基金にきちんと積み立てていくよ

うな一定の縛りを課している中で、全体の先ほどの仕組みが回っていると

いうことです。 

○会長    よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。 

 私も１つ。改めてこの間から拝見しているのですが、協働推進基本方針

で、方針１、「区民参加の促進」と入ってございまして、これは○○委員

に聞けばいいのかもしれませんが、例えば指標の方で言っているボランテ

ィア活動、つまり区をよくするために、言葉は同じで「参加」ですよね。

最近は「協働」と言いますけれども。それと、下にある審議会への区民の

参加というのはどっちかというと政治参加というか、政策形成に参加する

ということだと思うのですね。 



第 7回 杉並区行経営懇談会 

 

 23 / 31 

 

 こちらの協働推進計画の方の「区民参加の促進」を拝見すると、防犯、

出前講座、調査に参加するとか、どっちかというと、区民参加の促進と言

いながら、内容的にはボランティアに参加するとか、協働もいろいろなの

ですけれども、ＮＰＯの参加とか住民の参加、いろいろあると思いますけ

れども、ほとんどはそれなのですよね。だから、これを変えることができ

るかどうかわかりませんけれども、何か区政参加とか区民参加というイメ

ージよりも、どっちかというと区民協働みたいな中身になっているのかな

と。そういう意味で言うと、審議会への参加も政策づくりに市民が協力す

るという意味合いにもとれるとは思うのですけれども、それにちょっとイ

メージ――普通、区民参加というと、市民の参加で政策をつくるとか、市

民討議会をやるとか、実際は杉並区はやられてきているわけですけれども、

そういった意味で、方針１のタイトルとその中身についてのイメージのギ

ャップがあるのかなとちょっと思ってしまったのですが、その点、いかが

でしょうかね。 

○行政管理担当課長 (1)と(2)が非常に入り組んでいるようなところを感じられるという

方もありますが、考え方として、当初の方針については文言を変えており

ません。ただ、もう一歩考えたいと思いまして、今回は「区民参加」、い

わゆる政策への参画だけではなくて、本来、個人のボランタリティでいろ

いろな地域の課題解決にかかわってくださっている方が沢山いらっしゃい

ます。現行計画には、そういう方の活動が余りあらわれていないなと。本

来は、そこに一番区民の方がかかわっておられるので、それをなるべく見

せられるような形でお見せしたいと思い、「ボランティアとの連携による

地域課題の解決」という切り口にしてみました。 

 (1)と(2)は、そういったことでボランティアということを表に出したく

て作ったものです。今までは、いわゆる区政参画にあたるものが挙げられ

ていたと思っています。そこで、もう少し具体的なものを挙げられるよう

にということで、区民が個人として自主的に参加してくださっているよう

なボランティア活動と、区への政策的な参加というものを２本立てで無理

やり入れているわけです。 

 今、(2)まで申し上げましたのは、(2)はそういった個人ではなくて、多

様な主体、団体が相互に協力をして、強みを活かし合って協働していきま

しょうということで、個ではなくて団体がそれぞれ協力し合うというよう

なイメージを持った方針というところで整理をしております。抽象的でわ

かりにくいところがありますが。 

○会長    ですから、(2)は「区民参画」と言ってしまうので誤解が生じるのかなと。 

○行政管理担当課長 それを「協働」という形で……。 

○会長    「区民協働の機会の拡大」とすれば、両方入るかなという気がしますね。 

○行政管理担当課長 確かにその方がすごく広くなりまして、ちょっと検討してみたいと

思います。 

○会長    ○○委員、何かご意見はございませんでしょうか。 

○委員    課長のご説明で言うと、(1)が言ってみればソーシャル・キャピタル的な
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参加、(2)が区政への参加というようなイメージなのかなと思って。 

○会長    ただ、(2)を見ると防災力の向上ということで、区民も協働しましましょ

うと。それから、健康づくりも、区民も健康づくりに参加しましょうとか、

まちづくり条例に基づいてまちづくりにも参加しましょうとか、どっちか

というと区政参加じゃなくて、前半の方はボランティアの参加だけれども、

後ろの方は区民のそういう協力みたいなふうになっているのかなと。 

○行政管理担当課長 そうですね。検討してみます。 

○会長    いや、もし何かありましたらと思いますけれども。 

 ほかの委員、いかがでしょうか。 

○委員    細かい質問になってしまうのですけれども、行財政改革推進計画の方針２、

「効率的な行政運営」ということで、ここにもちょっと書いてありますが、

民営化であるとか、定型業務の業務委託ということがありまして、それが

10 ページに具体的に、国保年金課の窓口業務ほかが書かれています。たし

か新聞報道でもありましたけれども、先日、足立区で何かイレギュラーな

ことがあったときに区の職員に問い合わせたところ、それが偽装請負にな

るという話がありまして、もちろんそれには注意されて、業務範囲を明確

にとか、業務分析を行うと書かれているのだと思うのです。 

 先ほどの田中区長の話ではないですが、私もコストを見据えた効率化に

対しては大賛成なのですが、やはりイレギュラーなことに対して余り画一

的な対応がされるのもいかがかなと思いますし、具体的にそういう業務範

囲の切り分けができるものなのか、あるいはそれがかなりの効果があるの

かというのがちょっと気になりました。 

 それともう一つ、これも先般、いわゆる委託業者による情報漏えいとい

うのもありました。これは何も窓口業務だけじゃないと思うのですが、杉

並区もいろいろ委託化をしていく中で、どういう対応をされているのかと

いうことをちょっと確認させていただきたいと思います。 

○行政管理担当課長 最初の前半のご質問ですが、まさに最近新聞等でいろいろな情報が

出ております。実際に業務を委託するときに、区民サービスが向上しない

ようなことであっては委託をする意味がないと思っております。業務が滞

ったり、職員が苦労しているところをうまく業務分担して何とかやっても

らえるように、民間の方にお渡しできないかということを取り組んでいき

たいと思っております。公権力の行使にかかわることは、絶対民間に委託

できませんので。今まで区がそこまで細かく、この業務は一体どういう範

囲のものだろうということを分析した経験はありません。 

この係の仕事は委託できるかなといった感覚で進めてきていますが、そう

ではなくて、あらゆる業務について、これは民間の誰が担っても何の問題

のない業務なのか、もしかしてグレーゾーン、これは絶対だめ、そこをは

っきりさせて、グレーゾーンのところは一体どうなのかということを突き

詰めたいと思っております。 

 それをやった上で、契約ですから、仕様書にきちんと落とせないことを

お願いすることはできません。だいたいこんな感じでやってください、と
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いうことはあり得ませんので、仕様をしっかり作成することに時間をかけ

たいと思っています。そうすれば、ここからここのフローはしっかり区が

やる、ここからここは民間の方がやるということできちんと切り分けをし

て、相談業務等にも必ず対応していけると思っております。特に相談業務

や個別のいろいろな悩みだとか、そういったことには区の職員を投入して

できるだけ手厚く、力を注いでいきたいということもありますので、民間

の力を借りたいということです。 

 まずそれが一つと、あともう一つ、情報漏えいの関係のご心配がありま

した。杉並区では個人情報保護条例の 12 条で、かなり以前から、委託に伴

う措置について詳しく規定をしております。具体的な運用面では、契約時

に書面を取り交わして、必ず業者側から誓約書もとりまして、単純に情報

漏えいしないでねということではなく、そこで働く人一人ひとりにきちん

と教育をするようにということで、その教育を修了したという書面の提出

を求めるという、細かな規定をしております。そういった取扱の中で、働

く一人一人の職員にもきちんと認識させるようにしておりますので、今ま

でのところ大きな事故は杉並区では起こっておりません。そういったこと

を続けていけば、今後も間違いはないのではないかなと考えています。 

○委員    その情報漏えいに対する対策なのですけれども、教育とか契約は当然ある

と思うのです。システム的なことはわからないのですが、物理的な対策と

いうのでしょうか、だれでも良心としてはそういうことはしちゃいけない

とわかっていながらやってしまう人もいるとは思うのですけれども、その

あたりは何か対応策はあるのでしょうか。 

○行政管理担当課長 罰則規定も設けておりますので、必ずそれは自分に戻ってくること

になりますので、企業が責任をとるということになります。 

○総務課長  私、所管ではないのですけれども、前の所属の関係で、やはりログをしっ

かりとっていますので、情報漏えいがどういった形で情報を持ち出される

か、それは職員も同じでございます。自分のパソコンからどういう情報を

とっているか、それは定期的にしっかりと確認しております。 

○財政課長  私も前の仕事の関係で、ですけれども、例えば区民課の中に外部の人が入

る委託をしている業務が一部あります。そういう人に対しては、携帯電話

を別のところに置くようにさせて、ロッカーも分けて、持ち込ませないよ

うに、物理的な制御をきちんととっています。 

○委員    ありがとうございます。あともう１点よろしいですか。同じく行財政改革

の 14 ページに学校のことがありまして、用務業務と警備と給食とあるので

すが、特にこの警備なのですけれども、27 年度３校、28 年２校実施とあり

ます。学校はたくさんあると思うのですが、試行的に、実験的に取りかか

り、この数はこの後増やしていくのか、そのあたりはどうなのかと。 

 私の思いとしては、こういうものは効果を図りつつ実施する必要がある

反面、学校によって違うのは余りよくないのかなと思っておりまして、そ

のあたり、この実施数が２校とか３校というのはどういうことなのかお伺

いしたいと思います。 
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○庶務課長  今のご質問ですが、この校数を決めるに当たりましては、今現場に職員が

おりますので、この方たちの退職者不補充という形で、ある学校で１人退

職になる場合は残りの方が異動して、どこかに空きができたところに委託

をするという計画になっています。もう年齢構成はわかっていますので、

それに基づいて校数を算出しているところです。 

 それから、効果につきましては、例えば給食の委託で言いますと、大体

１校委託すると 2,000 万円程度の財政効果と。ほかについても、警備だと

1,000 万円程度とかいう形で、おおむね学校関係のは委託すると 1,000 万円

～2,000万円、１校について行革効果があるということです。 

○企画課長  タイミングを逸してしまいましたが、先ほど○○委員からご指摘のありま

した協働の計画の取り組み、また、行革の計画の取組と総合計画の計画事

業がどういうふうに絡み合っているか見えにくいというご指摘がございま

して、実はこのご指摘もさきの区民懇談会でも同じようなご指摘をいただ

きました。 

 それで、先ほど○○委員がおっしゃったように、縦糸、横糸というお話

がありましたけれども、基本的にはまさにそのとおりで、この２つの計画

と総合計画、実行計画とは切り口が基本的には異なるのですね。ですから、

ここの部分に行革の計画の取組が反映されていますという形で一対一の特

定ができにくい部分があります。もう極端な話、これは区政全体にかかわ

る取組ですというものがありますので、そこは関係性が示しにくいところ

があります。ただし、一方で、例えば協働推進計画で言えば、資料 33 の 10

ページの一番下段の「災害時要配慮者支援の推進」、これは実行計画の計

画事業になっています。施策 18 の「地域福祉の充実」の中に「災害時要配

慮者支援の充実」という計画事業がありますし、また、協働計画の方では、

「ＩＣＴを活用した災害情報の収集と発信」、こちらの協働の取組につい

ても、施策２の「減災の視点に立った防災対策の推進」の新規事業」、

「ＩＣＴを活用した災害情報の収集と発信」ということで、同じ計画事業

があります。 

 中にはこのように一対一で関係性が明確なものもありますし、一対一ま

ではいかなくても、一対多、１つの協働の取組が複数の計画事業に絡んで

いるという取組もありますので、関係性が完全に示せないかと言えばそう

ではないのですね。ですから、その辺はでき得る限りお示しできないかと

いうことは今検討していますので、ご意見を参考にさせていただきたいと

思います。 

 それから、さらにちょっとさかのぼりまして、会長のご質問に対して、

ちょっと私、正確性を欠いていましたので、訂正をさせていただきます。

先ほどの指標の関係で、協働のところで審議会の委員の割合について、す

べて区民ですかというご質問に対して、基本的にそうですと申し上げたの

ですが、実は一部、地域団体からの推薦で入っている委員の方がいらっし

ゃるわけですね。この地域団体が町会自治会とか、商店会とか、あるいは

ＮＰＯとかの代表者であれば間違いなく区民なのですけれども、事業者の
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代表という場合がまれにありまして、そうしますと、事業所は区内にある

から在勤であることは間違いないわけですが、必ずしも在住とは限らない。

それが一部入っているということがございましたので、ちょっとここで訂

正させていただきます。 

○会長    ご丁寧にありがとうございました。 

 それでは、○○委員、ここで何かご発言はございますか。 

○委員    特にありません。 

○会長    ○○委員はいかがでしょう。どうぞ。 

○委員    いろんなことを組織的、計画的にやっておられるのが、それはそれでいい

ことなのだと思うのですが、例えば資料の 35 は比較的わかりやすく整理は

されているのですけれども、これの情報とリンクして何かデータ、実績が

つながってくると、もう少しはっきり実態がわかるような気がするのです

ね。計画というのは目標を語るだけなら何とでも、というか、言葉豊富に

できるわけですけれども、本当にそれが３年、５年たって、あるいは 10 年

たってどれだけ実績があったのか、できたのか、そういう段階になると非

常にしりすぼみで、目標の方へ、目標に方へと関心が行ってしまうのです

が、やっぱりそれはもう今の時代は違ってきているのかなということが１

つありますね。 

 それが全般的な話で、あと杉並の場合はほかの区のように空き家とか空

地問題が余り登場しないのですけれども、現状では余りないのかもしれな

いけれども、多分兆しはあるのだろうと思うのですね。そういうあたりを

少し早目にウオッチングする必要があるのかなと。 

 あと、杉並は余り問題がないのかもしれませんけれども、外国人がどれ

ぐらい入り込んでいるのか。犯罪とか、いろんなこととつながってくるリ

スクがありますので、杉並だから大丈夫だと考えると、かえって入りやす

いかもしれないですよね。そこら辺がちょっと問題意識が抜けているかな

という感じを受けましたね。 

 あと、多心型まちづくりということで、言葉はそういうことでいいので

すが、阿佐谷はいいとして、西荻あたりは何かできるのですかね。あそこ

は、前にも何回も話したかもしれませんけれども、都市計画が全く現場と

ちぐはぐに決まっていて、これは戦災、敗戦後に即、東京は全部 23 区決め

ていて、ほとんど意味ないのですよね。意味ないけれども、都市計画とし

ては生きていて、建築制限もかかっているのですよね。西荻で言うと、駅

を斜めに都市計画道路の線が走っているのですよ。そういうのをずっと手

つかずでやっておくと、せっかく都市計画という手法があるのに全くそっ

ちにさわらないで、現実的なところでやっていこうという行政の方にどう

しても移ってしまうので、そういう都市計画はもちろん区だけじゃなくて

都とか、場合によっては国も絡んでくるのですけれども、そういう関係も

少し区として関心を持ってやっていった方がいいのではないか。 

 あと、何回か前にまちの動きというデータをいただいたのですけれども、

これは平成 20 年で、その後、これは５年に１回ぐらいやっているのですか。
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調査はやっていないのですか。 

○都市計画課長 やっています。 

○委員    やっているのですね。それはぜひ皆さんに配っていただいた方がいいので

はないですか。５年ごとということは、平成 25年版が出ているのですね。 

○都市計画課長 はい。 

○委員    それで、多分、分析編がくっついていると思うのですが、時系列でどうい

うふうに変わっていっているのか。いい方向に変わっている内容もあると

思いますが、より問題が、例えば道路がないところにどんどん密集して住

宅が建っていくとか、そのような場所も全くないわけではないと思うので

すね。そういう情報が時系列でわかるように、常にデータとして持ってい

るというのはすごく大事だと思います。 

○会長    ありがとうございました。全体的な部分でもご意見をいただいたと思いま

すが、何かございますか。 

○企画課長  すべて網羅したご答弁はできませんが、幾つかご指摘いただきましたので、

まず私の方からお答えをさせていただくと、目標、夢を語る、計画を立て

ることは誰でもできると。その結果どうだったのかという振り返りと実績

を示すことが大事だというのは冒頭からのご議論の延長線上だと思って受

けとめました。 

 改めて私が思うに、最終的にいろいろ工夫はしたいと思いますが、この

計画を最終的にこういう冊子にまとめるわけですが、この中ですべて現計

画から今回の計画に至るまでの検証のプロセスとか見直しをした理由です

とか、その目標の妥当性だとかということをすべてこの中にまとめ上げる

のはなかなか難しいなとは思います。 

 ただ、合わせ技というわけではないのですが、先ほども何回か出ており

ます、経営報告書の中に毎年出している決算報告の中にも「計画の進捗状

況」という項目を設けてページを割き、単なる決算報告だけではなくて、

総合計画・実行計画が本年度どこまで進んだのかは報告しています。 

また、行政評価の報告書の中でも、事務事業ごとに成果指標の到達点など

は概括的に評価をしていますので、そういうものとも絡めてどこまでこの

中でお見せできるのかとは工夫してみたいと思います。 

 それから、○○委員からご指摘のあった中で、空き家対策については区

も課題と認識しており、昨年度は実態調査をやっています。どこにどうい

う空き家があって、その持ち主の方のご意向はどうなのかということは調

査しています。その結果を受けて、今年度、活用できるものについては活

用していこうということで、きちんと対応窓口を設けて取組を開始してい

こうと思っています。それを踏まえまして、今回の計画改定の中でも、資

料 32 の 16 ページの施策５、「良好な住環境の整備」の１番目の「住宅施

策の総合的な推進」の中で取組内容を見ていただきますと、「空き家の利

活用推進」ということで計画の事業化を図っています。私からは以上です。 

○会長    ありがとうございました。 

 おおむね時間が参りましたが、何か……。 



第 7回 杉並区行経営懇談会 

 

 29 / 31 

 

○委員    ２つ。１つ目は、私、東京オリンピックの騒ぎに別に杉並区がつき合う必

要は全然ないと思うのですけれども、例えば千代田、中央、江東あたりは

それをにらんで、例えばフリーＷｉ－Ｆｉをするとか、自転車道と歩道を

明確に分けるとか、かなり計画の中にオリンピックの戦略を入れた形での

ものをしていますよね。そこはもう杉並はそれはそれで、これはこれだと

いう、かなり粛々と、杉並として淡々とやっていくというスタンスも格好

いいなと思うのですけれども、そのあたりのところは何か議論がなかった

のか。例えばフリーＷｉ－Ｆｉなんていうのは、市民にとっても防災の点

で意味があると思うし、それはそれで別の理屈でちゃんと入れておられる

のか、その辺、どういう議論があったのかということが１つですね。 

 あともう一つだけ言うと、やっぱり行政が計画を策定してそれを予算化

するとなった場合には、特定の政策目標は一対一で対応する必要があるの

で、例えば福祉で言えばこれは高齢者とか、これは子育てとか、これは学

生だとか、失業者とか、ターゲットがあって、それぞれの対象に対してや

っていくものになるのだと思うのです。ただ、コミュニティとか地域の場

合は、トータルで見守りの仕組みを入れることで高齢者の見守りもできれ

ば、子育ての見守りもできるというようなところが、実はトータルな意味

での安心・安全につながるだろうし、虐待の話も、例えばそこに貧困の話

があったりとか、相当いろんな話が複合的に絡んで、それぞれの世帯でい

ろんな困難な事例が出ているということもあると思うのですね。 

 そうすると、総合計画の方ではそれぞれのターゲットに対してどう対処

的にやっていくかということが書かれていて、その計画目標があって、そ

れに対して施策を割り当てて実行計画をつくるという書き方でいいと思う

のですけれども、じゃ、個別にターゲッティングするのではなくて、それ

をトータルに安心な暮らしが確保できるよねというところの部分をもうち

ょっと地域でトータルに、どうするのかというところはもっと地域との協

働でやっていくという話なのか、そこがちょっと気になったというか。 

 逆に、この協働推進計画の方を見ても、トータルな地域のたまり場をつ

くりましょうというよりは、やっぱり個々の施策目的で協働しましょうと

いうものも入っていて、そのあたりの行政がなかなかやれない部分をやっ

ていくための協働というところと、行政と一緒に特定の目的でやりましょ

うというものと何か両方入っていると思うのですけれども、そこの戦略が

もうちょっと見えるといいのかなという印象を持ちました。 

○会長    今、２ついただきましたが、いかがでしょうか。 

○企画課長  東京オリンピックとの関係なのですが、淡々とやり過ごすということでは

決してなくて、いつの間にか終わっていたということでは困りますので、

杉並区は競技会場も練習会場も輸送の経路にもなっていませんが、これを

１つの契機と捉えて、まちづくり、コミュニティづくりを進めていきたい

という考えのもとに、今回の総合計画 32 施策のうちの５施策、５事業にオ

リンピックを見据えた取組を散りばめています。 

 委員ご指摘の、例えば無料Ｗｉ－Ｆｉについては、資料 32 の実行計画の
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19 ページの下段の「杉並らしさを活かした観光事業の推進」の箱の中をご

覧いただきますと、３段目に「無料Ｗｉ－Ｆｉの環境整備推進」がありま

す。また、すべてご紹介すると時間がありませんので、同じ資料 32 の実行

計画の 68 ページをご覧いただきますと、下の方の「国際交流の推進」の箱

の中に「外国人対応ボランティアの育成」、「案内地図サインの多言語化」

という取組を入れています。ほかにも施設のバリアフリー化だとか、スポ

ーツの推進、振興だとかいう事業については、オリンピック、パラリンピ

ックの東京開催を視野に入れてやっていこうということで計画化をしてい

ます。 

 後段のお話はなかなか難しく、おっしゃるとおりだとは思いますが、ど

うしても個々の取組にフォーカスしたものの寄せ集めになっている感は否

めないのかなとは思います。その辺は今後の課題とさせていただいて、そ

の大きな考え方は協働の基本方針の方には掲げているつもりですので、ま

たその辺が伝わるような形で考えてまいりたいと思います。どうもありが

とうございます。 

○会長    ありがとうございました。せっかく格好いいと褒められたのですけれども、

そうでもなかったみたいな、しかし、そういった形で今後の計画もつくら

れているということです。 

 それでは、大変活発なご議論をいただきましてありがとうございました。  

委員のご議論をぜひご参考にしていただいて、区民意見とあわせてこれを

また磨き上げていただきたいと思います。 

 ここで区側から今後の当懇談会についてのお話があるということですの

で、これは政策経営部長、よろしくお願いします。 

○政策経営部長 長時間にわたりましてご議論いただきまして、ありがとうございました。

私から今後のことについて一言ご説明させていただきたいと思います。 

 既にご承知のとおり、杉並区では 24 年３月に新しい基本構想を策定いた

しまして、「支えあい共につくる安全で活力あるみどりの住宅都市杉並」

という 10 年後の将来像で、総合計画もあわせて作成しました。策定した当

時は厳しい財政状況が続くという予想の中で、いかに必要なサービスを継

続的に提供して目標を達成していくか、将来像を実現していくかというこ

とで、持続可能な区政運営が１つの大きな課題でございました。 

 そこで、今後の財政運営について、現役世代への支援について、協働の

あり方について、施設再編整備という４つの具体的な重要課題について皆

様から幅広いご意見を聞かせていただきたいということで、この行政経営

懇談会を設けさせていただいたわけでございます。この間いただいた貴重

なご意見を反映いたしまして、財政のダムの構築の取組でありますとか、

就労支援センターの開設、さらには新たな協働提案制度の実施、区立施設

の再編整備計画の策定ということで、それぞれの課題について推進をする

ことができました。 

 今年度は計画を策定してから３年目で、計画のローリングということで

ただいまいろいろご意見をいただきましたけれども、計画の改定に着手を
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しておりまして、改定案につきましては議会に報告をして、現在、９月１

日から 30 日までパブリックコメントをし、区民の皆さんからのご意見をい

ただいているところでございます。 

 本日、委員の皆様方からいただきました多くの貴重なご意見につきまし

ては、これを区の方で持ち帰らせていただいて、検討の上、それぞれの計

画項目に反映させていただきたいと存じます。多くの意見をいただきまし

て、ありがとうございました。 

 そこで、今回の計画改定案についてのご意見をいただくことをもちまし

て、皆様からご意見をいただく課題につきましては、私どもとしてはすべ

て終了させていただきたいと思っております。会長ともご相談させていた

だいたのですけれども、今後、この計画案を策定していくことになります

が、次回の懇談会で決定した計画についてご報告をさせていただくという

ことで、この行政経営懇談会を閉じさせていただきたいと思っております。

したがいまして、次回が最終回となりますので、改めてご挨拶申し上げた

いと思いますが、とりあえずこの場をお借りいたしまして、これまで長期

間にわたります委員の皆様のご尽力、ご協力に心からお礼を申し上げたい

と存じます。どうもありがとうございました。 

○会長    ありがとうございました。 

 当初の考えていたさまざまな案件は終了したということで、次回をもち

まして当懇談会が終了ということになるわけです。次回の日程調整を含め

て後でお話があると思いますが、この会議で○○委員が間もなく海外出張

に出られるということですので、○○委員におかれましては今日が最後の

委員会ということになります。協働の審議会の代表という意味合いも含め

てさまざまな専門的なご助言をいただきましたので、今後の研究のご発展

を祈って、またお礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、事務局から今後のスケジュールなどご連絡があるかと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○行政管理担当課長 ただいま部長からも説明がございましたが、本日皆様からいただい

たご意見は、区民の方からいただいたご意見と区議会のご意見とともに計

画案に反映させる方向で区の内部で十分に検討させていただきますので、

次回の会議にその結果をご報告させていただきます。 

 会議開催につきましては、恐らく 12 月中になると思います。これから会

長ともご相談の上でまた日程調整をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。以上でございます。 

○会長    ありがとうございました。ぜひ日程調整の方をよろしくお願いいたします。 

 以上で本日の議事はすべて終了いたしましたので、本日の懇談会はこれ

で終了したいと思います。どうもお疲れさまでした。ありがとうございま

した。 

 


